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① 件  名 

 事業復興型雇用創出事業の拡充等について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災の被災地域における、安定的な雇用と地域の中核となる産業や経済の活性化に資す

る雇用を新たに創出することを目的とし、国の実施要領に基づき平成２５年度から事業を実施して

いる。 

【目的】 

  国の実施要領の一部改正に伴い、平成２７年度までの対象者に対応するため、石巻市事業復興型

雇用創出助成金交付要綱（以下「旧型交付要綱」という。）と石巻市事業復興型雇用創出助成金交付

要綱（新型）（以下「新型交付要綱」という）を一部改正するとともに、平成２８年度新規申請者を

対象とする石巻市事業復興型雇用創出助成金交付要綱（中小企業型）（以下「中小企業型」という）

を制定する。 

 なお、平成２７年度実施の移転費型については、廃止とする。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 緊急雇用創出事業実施要領（厚生労働省） 

 事業復興型雇用創出事業実施要領（厚生労働省） 

 石巻市補助金等の交付に関する規則（平成１７年石巻市規則第４７号） 

 石巻市事業復興型雇用創出助成金交付要綱（平成２５年石巻市告示第２１１号） 

 石巻市事業復興型雇用創出助成金（新型）交付要綱（平成２７年石巻市告示第２９８号） 

【震災復興基本計画の位置付け：有・無】 

 施行大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 

     ３（１）職の再建・雇用の維持と創出 

     ２ 雇用の創出 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成２５年６月 石巻市事業復興型雇用創出助成金交付要綱の制定 

平成２８年３月 国の事業復興型雇用創出事業実要領の一部改正 

 

⑤ 主な内容 

１ 現在の制度 

  旧型交付要綱 新型交付要綱 

対象事業主 

市が認定する対象産業政策（別紙）を実

施し、被災求職者を平成２５年４月１日

から平成２７年５月３１日までに１名

以上雇用している市内の事業所 

市が認定する対象産業政策（別紙）を実施し、

被災求職者を平成２７年４月１日から平成２

８年３月３１日までに１名以上雇用している

市内の事業所 

助成対象 

労働者 

平成２５年４月１日から平成２７年５

月３１日までに雇い入れられた被災求

職者 

※補充労働者に関しては平成２９年１

２月３１日までに雇い入れられた者 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日までに雇い入れられた被災求職者 

助成対象期間 平成３０年３月３１日まで 平成３１年３月３１日まで 

助成金額 

１年目：最大 １２０万円／人 １年目：最大 １２０万円／人 

２年目：最大  ７０万円／人 ２年目：最大  ７０万円／人 

３年目：最大  ３５万円／人 ３年目：最大  ３５万円／人 

計  ：最大 ２２５万円／人 計  ：最大 ２２５万円／人 

交付限度額 １億円 ２，０００万円 



２ 制度の一部改正後 

  旧型交付要綱 新型交付要綱 

対象事業者 

市が認定する対象産業政策（別紙）を

実施し、被災求職者を平成２３年３月

１１日から平成２７年５月３１日まで

に１名以上雇用している市内の事業所 

市が認定する対象産業政策（別紙）を実施し、

被災求職者を平成２７年４月１日から平成２

９年３月３１日までに１名以上雇用している

市内の事業所 

助成対象 

労働者 

平成３０年３月１日までに雇い入れら

れた補充労働者に限る 

平成２７年４月１日から平成２９年３月３１

日までに雇い入れられた被災求職者 

助成対象期間 平成３０年３月３１日まで 平成３２年３月３１日まで 

助成金額 

１年目：最大 １２０万円／人 １年目：最大  ６０万円／人 

２年目：最大  ７０万円／人 ２年目：最大  ４０万円／人 

３年目：最大  ３５万円／人 ３年目：最大  ２０万円／人 

計  ：最大 ２２５万円／人 計  ：最大 １２０万円／人 

交付限度額 １億円 ２，０００万円 

 

３ 中小企業型交付要綱の概要 

  中小企業型交付要綱 

対象事業者 
市が認定する対象産業政策（別紙）を実施する中小企業者であり、被災求職者を平成

２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに１名以上雇用している市内の事業所 

助成対象労働者 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までに雇い入れられた被災求職者 

助成対象期間 平成３２年３月３１日まで 

助成金額 

１年目：最大  ６０万円／人 

２年目：最大  ４０万円／人 

３年目：最大  ２０万円／人 

計  ：最大 １２０万円／人 

交付限度額 ２，０００万円 
 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

（1）事業の効果（市民への影響） 

  産業政策と一体となって雇用面からの支援を行うことにより、震災により離職を余儀なくされ

た者等の生活の安定を図り、地域の復興を支えることができる。 

（2）市行財政の負担（財源措置及びコスト計算） 

   平成２８年度見込 補助対象人数：４００人（平成２５年度から平成２７年度までを含む※１） 

             事業費   ：１７０，９４７，０００円 

（内訳）委託料（事業運営管理費）：  ２７，３３０，０００円 

                助成金         ：１４３，６１７，０００円 

 

   ※１ 平成２５年度から平成２７年度までの実績：１０７人 

   ※２ 当初予算措置済み（中小企業型は現計予算内で対応） 

   ※３ 県から全額補助金が交付される 

⑦ 他の自治体の政策との比較 

 宮城県内の事業実施自治体要綱改正及び新規制定状況 

自治体名 宮城県 仙台市 多賀城市 塩釜市 気仙沼市 南三陸町 女川町 

現要綱改正 改正済 調整中 調整中 調整中 調整中 廃止 ― 

新型要綱改正 改正済 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 調整中 

中小企業型 

要綱制定 
制定済 調整中 調整中 ― 調整中 調整中 調整中 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

平成２８年８月 石巻市事業復興型雇用創出助成金交付要綱の一部改正 

石巻市事業復興型雇用創出助成金（新型）交付要綱の一部改正 

石巻市事業復興型雇用創出助成金（中小企業型）交付要綱制定 

平成２８年８月 対象者事業主へ市報・ＨＰ等で周知 

平成２８年９月 受付開始 

 


